
正しい申告と納税は市民社会のルールです

公益社団法人 浪速納税協会・浪速区納税貯蓄組合連合会発行

令和５年夏号（第34号）

検 索浪速納税協会

http://www.nk-net.co.jp/naniwa/新入会員を
ご紹介ください。

暑中お見舞い申し上げます

納税協会は税の最新情報をお届けし企業と地域社会の
健全な発展を力強くサポートします。

（三重県・青山高原にて）

納税協会より お知らせ
当協会「Twitter」を開設いたしました。
　皆様のお役に立つような情報を発信してまいります。
　　是非、ご覧ください。

○　毎月１回配信している「メールマガジン」をリニューアルいたしました。
　　なお、配信を希望される方は、当協会「ホームページ」よりご登録ください。
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会長就任のごあいさつ

　盛夏の候　皆様におかれましてはますますご清栄のこと
とお喜び申し上げます。
　本年６月、長年にわたり納税協会長としてご活躍いただ
き、協会の組織強化などに取り組まれ、輝かしいご功績
をあげられました伊東会長様の後を受け、浪速納税協会
の会長という大役をお引受けすることになりました西川昌
伸でございます。
　大変光栄に存じますとともに、責任の重大さを感じてい
る次第でございます。
　会員の皆様や関係ご当局のご支援をいただき、歴代会
長様が築いてこられた伝統を継承し、微力ではございま
すが、皆様のご期待に添いますよう浪速納税協会の発展
に尽力してまいりたいと存じますので、歴代会長様同様、
格段のご高配とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
　さて、世界経済は３年にも及んだ新型コロナウイルス感
染症対策が緩和傾向にある中、昨年に始まったロシアによ
るウクライナ侵攻は依然として出口が見えず、石油や天然
ガスの供給不足が長引くほか、金融不安などが予想され、
先行きは不透明で懸念材料も多いと見られています。
　我が国におきましては、５月に新型コロナウイルス感染
症法上の分類が５類へ移行し、入国規制の緩和も伴いイ

ンバウンド消費が回復軌道に入ったほか、昨年秋に実施さ
れた経済対策の効果に加え、金融緩和を修正していない
ことが追い風となり、一定の成長率を保つとの見方がある
一方、物価高が進んでおり、個人消費や企業の設備投資
を促進する必要があるほか、企業の積極的な賃上げが叫
ばれています。
　このような状況下にありますが、私ども浪速納税協会は、
平成23年に公益社団法人に移行して公益性が求められる
中、健全な納税者の団体として、引き続き、関係ご当局と
連携協調しながら、税知識の普及に努め、適正な申告納
税の推進と納税道義の高揚を図るため、企業経営者等の
ニーズに合った「研修会・説明会等」を適時・適切に開催す
るほか、本年10月からスタートする消費税の適格請求書
等保存方式（インボイス制度）やダイレクト納付をはじめと
するキャッシュレス納付に係る広報活動等を行うなど、更
に魅力があり、地域社会の発展に寄与する事業活動に取
り組んでまいります。
　また、各部会・委員会活動の活性化に努め、組織の強化、
財政基盤の確保を図るとともに、会員以外の方でも参加で
きる公益性の高い事業の拡大を図り、浪速納税協会の存
在価値を高めてまいる所存でございます。
　結びに当たり、皆様方のご健勝、ご事業のご繁栄を心
から祈念いたしまして、就任のご挨拶とさせていただきま
す。

（新）幹部職員 転出者
職　名 氏　名 前任（署・部門・職名） 氏　名 新任（署・部門・職名）
署　長 長井　拓也 留　任
総務課長 松田　幸夫 堺・法人１・統括官 松本奈穂美 局課一・料一・総括主査

管運 統括官 岡崎　　陽 留　任
徴収 統括官 安藤　耕治 堺・特官（徴）・上席 中島　成和 北・特官（徴）・上席（再任用）
個人１ 統括官 谷口利恵子 留　任
個人２ 統括官 岸本　　誠 留　任
特官（法） 多井　友和 留　任
特官（法） 石谷　晃一 留　任
特官（法） 石塚　貴史 茨木・特官（法）・特官 清水　利季 局調一・事前確認審査・調査官（再任用）

法人１ 統括官 森野　哲也 留　任
法人２ 統括官 鎌田　政直 局査・査察３・主査 吉 永 　 勝 門真・法人３・統括官
法人３ 統括官 田中　　洋 留　任
総務 課長補佐 北川　智久 浪速・法人１・総括上席 德山　博一 退　職

浪速税務署　定期人事異動
税務署の定期人事異動が、７月10日付で行われました。幹部職員の異動は次のとおりです。

西川　昌伸

公益社団法人　
浪速納税協会会長
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    浪 速 税 務 署

インボイス発行事業者の登録を受けるかは、任意です。 

ご自身の事業実態や消費税申告の事務負担、納税負担等を踏まえてご検討ください。 

インボイス制度や消費税を知りたい方向けの
「免税事業者向けリーフレット」

フワちゃんと学ぼう!インボイス制度

登録を受けるべきか悩んでいる…

インボイス制度に関わる関係省庁等の
相談窓口について

制度について理解したけど、登録を受けた
ほうがいいのか分からない方へ

登録要否相談会について

登録の要否を検討されている免税事業者の方
を対象に、税務署で事業者の皆様それぞれの
状況に応じた個別のご相談ができる登録要否
相談会を開催しております。

税理士による無料オンライン相談等の
相談先紹介窓口のご案内
免税事業者の方のインボイス制度に関する
相談内容に応じて、税理士による無料オン
ライン相談など、各種相談先を紹介する窓
口を開設予定です。（中小企業庁補助事業） 

インボイス制度に関連する補助金や、イン
ボイス制度と下請法・独占禁止法との関係
などのご相談についても、関係省庁等のコ
ールセンターや相談窓口で承っています。

登録の仕方を教えて！

登録申請が必要です 登録申請は e-Tax が簡単・便利!

登録しようと決めた方へ

インボイス制度ってなに？
まずはインボイス制度を知りたい!という方向けに、
ご活用いただけるコンテンツをご紹介します

インボイス制度に関する疑問点や消費税の
基本的な仕組みをまとめています。

インボイス制度について、わかりやすく動画
で解説しています。 

インボイス発行事業者の登録を受けるかの
判断や、登録を受ける場合の事前準備などの
基本的な項目をまとめています。

「インボイス制度への事前準備の基本項目
チェックシート」

e-Tax では、表示される質問に答えるだけ
で申請ができます。また、e-Tax で申請す
ると、書面で申請書を提出した場合に比べ
て登録通知を早くお届けします。 
登録通知を電子データで受け取れば、紛失
の心配もありません。 

2 次元コードから 
ご確認ください。 

2 次元コードから 
ご確認ください。 

2 次元コードから 
ご確認ください。 

登録を受けるためには、登録申請が必要で
す。申請後、登録番号が記載された登録通知
が届きますが、登録通知が届くまでには、一
定の期間を要します。 
制度開始時から登録を受ける場合には、令和
５年９月 30 日までに申請してください。
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府税だより府税だより
個人事業税の第１期分の納期限は、８月31日（木）です。

納期内納税にご協力をお願いします！
― 第２期分の納期限は、11月30日（木）です ―

●個人事業税は、府内に事務所、事業所を設けて、法律で定める第一種事業、
第二種事業、第三種事業を営んでいる個人の方が納めます。

●８月に府税事務所から「納税通知書」を送付しますので、各納期限までに
納めてください。

　なお、納付書は、第１期分、第２期分を併せて８月送付時に同封しています。
　（※年税額が１万円以下の場合は、８月にその全額を納めます。）

個人事業税の納付は、金融機関の預貯金口座から引き落とす「口座振替」もご利用ください。

Ⓒ2014 大阪府もずやん

― 第２期分の納期限は、11月30日（木）です ―

個人事業税の課税や府税の納付方法など府税に関することについては、「府税あらかると」で検索！！
【お問合せ先】 大阪府なにわ南府税事務所

電話　06−6775−1414㈹
府税あらかると

■「大阪府税預金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、金融機関届出印を押印し、お申込みく
ださい。「依頼書」は、各府税事務所の窓口に備え付けているほか、府税のホームページから
もダウンロードできます。また、８月に送付する納税通知書にも同封しています。

令和５年４月から、「地方税お支払サイト」や「地方税統一 QR コード（eL-QR）」
を利用した府税の納付が始まりました！
■ クレジットカード
・「地方税お支払サイト」へアクセスし、カメラや QR コードリーダーを使用して、

納付書の「地方税統一 QR コード（eL-QR）」を読み取るか、納付書の eL 番号（納
付書に印字されている収納機関番号・納付番号・確認番号・納付区分）を入力し、
納付してください。
※クレジットカード納付の場合、納付金額の他にシステム利用料がかかります。

■ Pay-easy（ペイジー）
・「地方税お支払サイト」へアクセスし、カメラや QR コードリーダーを使用して、

納付書の「地方税統一 QR コード（eL-QR）」を読み取るか、納付書のｅＬ番号
を入力した後、ペイジー納付用番号を発行し、ATM 等で納付してください。
※納付書に印字されている「収納機関番号・納付番号・確認番号・納付区分」を

直接インターネットバンキングや ATM の画面に入力しても納付できません。

■ スマートフォン決済アプリ
・スマートフォン決済アプリから納付書の「地方税統一 QR コード（eL-QR）」を読

み取り、納付してください。

府税の納付は、スマートフォンやパソコンを利用した納付が便利です！
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会議の開催及びイベント等参画の状況（抜粋版）
浪速納税協会

◆決算理事会 ◆第13回 定時総会 ◆臨時理事会：意見交換会

○５月22日（月）定時総会に提案する令和４年度
の事業報告及び収支決算書並びに任期満了に伴
う役員の選任に関する議案などについて審議さ
れた。（ホテルモントレグラスミア大阪）

○６月８日（木）令和４年度の事業報告及び収支決算書
並びに任期満了に伴う役員の選任に関する議案につ
いて決議された後、令和５年度の事業計画及び収支
予算書について報告された。

（ホテルモントレグラスミア大阪）

○６月８日（木）定時総会で選任された理事の中から、
新たな会長及び代表理事である副会長、常任理事
等が選定され、また顧問、部会長及び委員長が選
任され、意見交換会にて組織強化等を図った。

（ホテルモントレグラスミア大阪）

協会青年部会
◆定例会（ボランティア清掃活動等） ◆定時総会：意見交換会 ◆野外レクリエーション（BBQ）

○２月１４日（火）、４月１１日（火）、６月１３日（火）
　署幹部にもご参加いただき、地域のボランティア清

掃活動で汗を流し、その後は協会２階で意見交換
（昼食会）を行い、会員相互の親睦を深めるととも
に署幹部をお招きし、税知識の習得を図った。

○５月26日（金）令和４年度の事業報告に続いて令和
５年度の事業計画及び任期満了に伴う役員の改選
について審議され、新たな事業活動等に向け、意
思統一等を図られた。

（ホテルモントレグラスミア大阪）

○７月１５日（土）青年部会恒例の「野外レクリエーショ
ン（BBQ）」活動に総勢57名が集まり、美味しいお
肉等を堪能するほか、子供たちと都内の公園ライフ
を満喫いただいた。

（初開催：てんしば「イーナ」）

浪速区納税貯蓄組合連合会
◆合同新年ご挨拶（福娘さん来署） ◆定時総会 ◆合同正副会長会議

○１月５日（木）浪速納税協会・浪速区納税貯蓄組
合連合会の役員が浪速税務署を訪問し、新年の
ご挨拶を行い連携強化を図るとともに、福娘さん
より福を授かった。（浪速税務署 ４階 大会議室）

○５月29日（月）令和４年度の事業報告及び収支決
算書に続き、令和５年度の事業計画及び予算書
並びに任期満了に伴う役員の選任に関する議案
について審議された。（浪速納税協会 ２階 会議室）

○７月14日（金）新たに着任された浪速税務署の幹部
の皆様をお招きし、浪速納税協会・浪速区納税貯
蓄組合連合会の合同による正副会長会議を開催し、
連携強化等を図った。

（ホテルモントレグラスミア大阪）

協会関係団体（あけぼの会）
◆新春講演会・臨時総会 ◆臨時総会 ◆定時総会：意見交換会

○２月３日（金）ロシア・モスクワにショッピングセンター
等を展開される納税協会副会長で「あけぼの会」会
長をお務めいただいた「西川昌伸」氏を講師に、「一
番遠くて近い国ロシア」と題し新春講演会 ( 参加者：
78名)を開催した。（ホテルモントレグラスミア大阪）

○２月３日（金）新春講演会に続き「臨時総会」を開催
し令和４年度の優良申告表敬法人３社に対して記
念品を贈呈させていただいた上、意見交換会にて
会員相互の親睦等を図った。

（ホテルモントレグラスミア大阪）

○６月１６日（金）令和４年度の事業報告及び収支決
算書に続き、令和５年度の事業計画及び予算書並
びに任期満了に伴う役員の選任に関する議案につ
いて決議された。（ホテルモントレグラスミア大阪）
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決算期別説明会
◆４月20日（木）実施　（税務署共催）
※２月・３月決算法人向け
法人税等説明会・インボイス制度説明会

◆５月18日（木）実施
※４月・５月・６月決算法人向け
法人税等説明会・インボイス制度説明会

インボイス制度説明会
◆３月24日（金）・３月30日（木）　（税務署共催）

◆４月13日（木）・４月24日（月）
◆５月 ９日（火）・５月30日（火）
◆６月12日（月）・６月20日（火）
◆７月21日（金）・７月31日（月）

相 談 日 時 相　 談　 内　 容

税　　務
毎月　第２・第４　水曜日
相談員：近畿税理士会 浪速支部

　　　　所属税理士

　税に関する一般相談から申告書作成
に係る相談等

人事労務
毎月　第３　水曜日
相談員：社会保険労務士・行政書士

　　　　成松　重人

　人事・労務・社会保険や年金等に関
する相談

場所：浪速納税協会 ２階 会議室　【事前予約制】

「無料相談コーナー」のご案内

「テーマ別税法研修会」のご案内
日　　時 研 修 テ ー マ

８月２９日（火）　午後２：００～４：００
講 師：税理士 安井　貴生

“ 相続税に負けない”　とっておきの
「相続・事業継承」　成功のツボ

場所：浪速納税協会 ２階 会議室（受講料：会員は無料・一般は3,000円）
※ 申込期限：８月１８日（金）（定員40名：先着順）

「簿記教室」のご案内
開催スケジュール（６日間） 開催時間・内容等

９月20日（水）・ ９月27日（水）
10月18日（水）・10月25日（水）
11月 1日（水）・11月15日（水）

時 間：各日とも午後2：00 ～ 4：00
講 師：税理士 烏野　佳子
※ 日商簿記３級試験「合格」が目指せるカリキュラム

となっております。

場所：浪速納税協会 ２階 会議室　
　・受講料：会員は2,000円（テキスト代のみ）
　　　　　　一般は5,000円（受講料及びテキスト代）
※ 申込期限：８月31日（木）（定員40名：先着順）

［イメージ写真］
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浪速納税協会だより　第34号　令和5年夏号

●発行所　公益社団法人　浪速納税協会　代表者　西川　昌伸・浪速区納税貯蓄組合連合会　代表者　阪中　雅博
〒556-0011大阪市浪速区難波中3-14-14　TEL（06）6632-3730　FAX（06）6634-1651

〒５５６− ００１１

大 阪 市 浪 速 区 難 波 中 ３ − １４ − １４
TEL ０６（６６３２）３７３０　 FAX ０６（６６３４）１６５１

http://www.nk-net.co.jp/naniwa/

公益社団法人 浪速納税協会

納税協会へのご入会手続きは簡単です！
　 納税協会窓口の 「入会申込書」に記入していただくか、 下記のQRコードからでも

入会手続ができます。

　 詳しくは、 お電話でお尋ねいただくか、 ホームページをご覧ください。

納税協会と受託保険会社３社は、協働体制の下で「福祉制度」等を推進します！




